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青
森
県
告
示
第
六
十
五
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森
林
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行
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和
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の
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規
定
に
よ
り
、

平
成
二
十
八
年
度
保
安
林
皆
伐
許
容
面
積
の
限
度
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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可
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消
し

建
設
業
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(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。
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月
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県
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一
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号
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名
称
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ッ
ク
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ス
テ
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株
式
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

中
野

智
崇

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

青
森
市
松
森
一
丁
目
七
の
三
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
七)

第
一
〇
〇
五
四
九
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
八
年
一
月
十
四
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

土
木
、
と
び
・
土
工
、
ほ
装
、
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
七
年
九
月
三
十
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
八
年
二
月
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

有
限
会
社
三
英
会

二

代
表
者
の
氏
名

佐
藤

久
子

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

西
津
軽
郡
鯵
ケ
沢
町
大
字
北
浮
田
町
字
平
野
二
〇
六
の
四

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
二
二)

第
四
〇
〇
二
九
二
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
八
年
一
月
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

管
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
八
年
一
月
十
五
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。
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む
つ
市

〃

三
〇
・
〇
二

下
北
郡
大
間
町

〃

三
・
六
〇

上
北
郡
野
辺
地
町

〃

〇
・
九
八

上
北
郡
六
ケ
所
村

〃

四
八
・
二
八

上
北
郡
東
北
町

〃

〇
・
三
八

上
北
郡
七
戸
町

〃

二
・
九
四

十
和
田
市

〃

一
・
六
七

三
沢
市

〃

三
・
二
六

八
戸
市

〃

一
・
〇
〇

三
戸
郡
階
上
町

〃

三
・
七
四

三
戸
郡
三
戸
町

〃

九
・
三
二

三
戸
郡
南
部
町

〃

八
・
六
四

津
軽
地
区

保
健
保
安
林

一
五
九
・
二
〇

南
部
地
区

〃

九
八
・
四
〇


